
北上市選挙管理委員会告示第20号 

 

北上市選挙執行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和４年12月１日 

北上市選挙管理委員会委員長 淺 田  格       

 

北上市選挙執行規程の一部を改正する告示 

 

北上市選挙執行規程（平成３年北上市選挙管理委員会告示第４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第８条関係） 

投票区名 投票区の区域 行政区名 

［略］ 

黒沢尻第３ 有田町、大通り四丁目、大曲町、

鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、鍛冶

町三丁目、九年橋一丁目、九年橋二

丁目、九年橋三丁目、新穀町二丁目

、柳原町二丁目、柳原町五丁目及び

芳町の全部並びに大通り二丁目、大

通り三丁目、新穀町一丁目、本石町

一丁目、本通り一丁目、柳原町一丁

目、若宮町一丁目及び若宮町二丁目

黒沢尻６

区、７区

、８区、

９区及び

24区 

 

 

 

 

別表第１（第８条関係） 

投票区名 投票区の区域 行政区名 

［略］ 

黒沢尻第３ 有田町、大通り四丁目、大曲町、

鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、鍛冶

町三丁目、九年橋一丁目、九年橋二

丁目、九年橋三丁目、しらゆり、新

穀町二丁目、柳原町二丁目、柳原町

五丁目及び芳町の全部並びに大通り

二丁目、大通り三丁目、新穀町一丁

目、本石町一丁目、本通り一丁目、

柳原町一丁目、若宮町一丁目及び若

黒沢尻６

区、７区

、８区、

９区及び

24区 

 

 

 

 



の一部 

町分のうち７地割及び18地割の全

部並びに３地割の一部 

 

 

［略］ 

 ［略］ 

宮町二丁目の一部 

町分のうち７地割及び18地割の全

部並びに３地割の一部 

 

 

［略］ 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この告示は、令和５年２月１日から施行する。 

 

 


